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伊勢市多分野協働プラットフォーム（働きづらさを抱えた人への支援）の全体イメージ ①

地方公共団体における孤独・孤立対策の推進にあたっては、孤独・孤立対策推進法に基づき、協議の促進の場としての「地方版孤・独
孤立対策官民連携プラットフォーム」を構築するよう努めるとともに、当事者等への具体的な支援内容について協議する「孤独・孤立対
策地域協議会」を置くよう努めることとされている。

また、その際は、地方公共団体の内部においても、部局を横断する庁内連携体制の構築が必要とされている。
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伊勢市多分野協働プラットフォーム
（地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム）

関係者間で顔の見える関係を構築し、対等に相互につながる「水平的」な連携・協働を促進する。
孤独・孤立の実態把握、取組方針の策定、情報共有、相互啓発活動、当事者等への支援（具体の支援内容の協議は孤独・孤立対策地域協議会で実施）、

社会資源の開発、住民への情報発信、普及啓発活動、人材確保・育成のための研修等に取り組む。

地方公共団体
(行政機関の各部署)

・企画広報部門
・デジタル部門
・経済振興部門
・教育部門
・環境部門
・農林水産部門
・まちづくり部門
・住宅部門
・交通部門
・福祉部門

部局を横断する
庁内連携体制の構築

当事者支援団体

・障がい事業所
・就労支援団体
・NPO法人
・社会福祉協議会

地域住民・団体

・自治会
・民生委員児童委員

民間企業

・商工会議所

その他関係団体

・ハローワーク
・農業協同組合

伊勢市ふくし総合支援会議
（孤独・孤立対策地域協議会）

当事者支援を行う関係者で構成し、情報の交換を行うとと
もに、当事者等への具体の支援内容について協議する。

※重層的支援体制整備事業における「支援会議」に本協議会の機
能を付与

※重層的支援体制整備事業における「支援会議」に生活困窮者自
立支援法における「支援会議」の機能を付与（R7.4.1～）



伊勢市多分野協働プラットフォーム（働きづらさを抱えた人への支援）の全体イメージ ②

長引くコロナ禍は、孤独・孤立の問題の顕在化、深刻化の原因の一つとなりました。今後、物価高騰の影響も加わり、生活困窮などで
不安や悩みを抱える人、悩みが深刻化する人が増える恐れがあり、孤独・孤立に悩む人に対するきめ細かな対応の強化が喫緊の課題です。

支援を必要とする人に、迅速に支援を届けるためには、福祉分野だけに限らず、様々な関係機関と連携を深める必要があることから、
国は「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」を実施し、伊勢市は令和４年度取組団体として採択されました。

伊勢市では「多分野協働プラットフォーム」を設立し、福祉分野をはじめ、雇用、産業、農業等の幅広い分野と連携・協働しながら、
孤独・孤立による「働きづらさを抱えた人」への様々な支援について継続的に検討していきます。

協働

作成：伊勢市福祉総合支援センター

分野横断的な庁内外協働の新たな支援策の創出

・気軽に集まることができる地域の居場所の充実

※居場所づくり、地域活動への参加、ボランティア参加など

社会参加

・市民への周知（相談窓口・支援内容・協力企業紹介等）
・関係機関・企業への周知（周知啓発・協力依頼等）

※リスト作成、SNS等の充実、市・関係機関の取組発信など

周知・啓発

・一人ひとりに合せたオーダーメイド支援

※職場見学、就労体験、中間的就労、短時間雇用など

就労支援

実態把握・分析、情報整理・共有、各課(機関)の連携・協働の検討

検討

３



「働きづらさを抱えた人」のイメージ

＜働きづらさを抱えた人のイメージ＞
１．働きづらさを抱えていることが客観的に明らかであり、何らかの既存の支援制度がある人（新たに支援制

度を創出する必要がある場合を含む）

２．働きづらさを抱えていると思われるが、性格や精神状態などに起因する働きづらさがあり、それが外部か

ら分かりづらい人

３．本人の意欲や能力に起因する働きづらさはないが、勤務時間の制約や、勤務に一定の配慮が必要など、希

望する働き方と現在の労働条件が合わないため、働くことができていない人

「１」で想定される人物像

〇障がいがある人

〇ひきこもり状態の人

〇触法歴・執行猶予中の人

様々な理由により働きたくても働くことができない状態にある全ての人が、その個性や意欲に応じて能力を
発揮し、社会を構成する一員として社会経済活動に参加することにより、全ての市民が生きがいを感じながら
安心して暮らすことのできる地域共生社会の実現を目指すことが重要です。

「２」で想定される人物像
〇障がいの疑いがある人
〇コミュニケーションが苦手な人
〇自分に自信が持てない人
〇就労をしたことがない人
〇就労のブランクがある人
〇就労しても長続きしない人

「３」で想定される人物像
〇病気等で配慮がいる人
〇時間の制約で長時間働けない人
〇子育て中で配慮がいる人
〇介護中で配慮がいる人
〇就職氷河期世代の人
〇外国の人

４
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伊勢市における 「周知・啓発」 の取組 ①

市内のコンビニエンスストアの個室トイレ、商業施設の掲示板などに「福祉の相談窓口一覧表」を掲示を依頼。今後

はドラッグストアにも掲示を依頼する予定。様々な場所に掲示し、相談のきっかけづくりを増やしたい。

コンビニエンスストア（合計52店舗）

・ファミリーマート 27店舗

・ローソン 10店舗

・ミニストップ 7店舗

・セブンイレブン 8店舗

スーパー・商業施設（合計21店舗）

・ぎゅーとら 8店舗 ・ベリー 3店舗

・バロー 2店舗 ・プライスカット 2店舗

・ドン・キホーテ 2店舗 ・トライアル 1店舗

・コープ 1店舗 ・イオン 2店舗

自治会・まちづくり協議会

・ふじが丘自治会 ・藤里団地自治会

・宮山まちづくりの会
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伊勢市における 「周知・啓発」 の取組 ②

令和４年度の「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」を活用し、支援を求める声を上げ
やすい社会とすることを目的に作成。

広報いせと併せて全戸配布した（55,000部）。
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＜伊勢市役所での雇用＞「ワークステーションいせ」のイメージ

人手不足の解消

業務効率の改善

障害者雇用等への
理解促進

個々の状況に応じた働き方の実現

多様な働き方の選択肢の拡大

働きづらさを抱えた人の
就業機会の確保

市役所内における業務効率の改善・多様な働き方の理解促進と働きづらさを抱えた人の就業機会の拡大を目的として、
令和６年度に「ワークステーションいせ」（働く場）を市役所内に設置した。

働きづらさを抱えた人を会計年度任用職員で採用し、個々の状況に応じた「勤務日数・勤務時間」で、各課からの依頼業務
（各課が「業務の切り出し」をしたもの）を実施する。（※面接までに支援機関による就労支援を経由する場合あり）

各課からの業務をとりまとめる職員のほかに、専門職（保健師）の配置等、働きづらさを抱えた人に対する業務面・精神面
の両方に配慮できる職員体制を構築する。

最終的には、様々な業務経験を経て一般企業（一般雇用・障害者雇用・短時間雇用等）への就労を目指す。

人手不足や様々な仕事を抱えていて本来取
り組みたい業務や「いつかやりたい」と思って
いた業務に取り組むチャンスがない。

働きたいが「長時間の就労が難しい」「決
まった仕事はコツコツできるが、臨機応変な
対応が難しい」などで悩んでいる人

庁内各課 働きづらさを抱えた人

両者にとってメリットのある取組へ

ワークステーションいせ
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＜伊勢市役所での雇用＞ 「ワークステーションいせ」の取組状況について

令和６年５月下旬「ワークステーションいせ（市役所における短時間雇用）」の募集を開始。

令和７年３月末時点で、会計年度任用職員として１４名を採用。

ひきこもり状態から徐々に社会参加し、就労体験を経て採用に至った方や、５年以上一歩を踏み出せず、求職活動が中々
できなかった方など、制度の狭間で公的サービスを受けることが難しい方を採用している。

また「就労継続支援B型事業所（障がい福祉サービス）」と「ワークステーションいせ」の併用を条件付きで認め、障害者雇用
率の算定対象にならない方（週10時間未満）を中心に支援している。

【作業内容(成果品)】

・チラシ等の封入

・封筒の印付け


